
   甲賀市長距離通勤支援金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、市内商工事業者の人材確保及び当該事業者に雇用される従業

員の就労継続を支援することにより、当該事業者がその事業を維持し、持続的な

発展を可能としていくため交付する甲賀市長距離通勤支援金（以下「支援金」と

いう。）の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則（平成１６年甲賀市規則第３

４号。以下「規則」という。）、甲賀市行政サービス制限条例（平成２２年甲賀市

条例第１８号）及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則（平成２２年甲賀市規

則第１６号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において「市内商工事業者」とは、次の各号のいずれにも該当す

る者をいう。 

 （１） 本市の区域内に店舗又は事業所を有し、今後も本市において営業又は事

業を継続する意思があること。 

 （２） 専ら日本標準産業分類（令和５年７月改定）における「Ａ農業、林業」、

「Ｂ漁業」、「Ｐ医療、福祉」、「Ｑ複合サービス事業」、「Ｓ公務（他に分類され

るものを除く。）」及び「Ｔ分類不能の産業」に分類される産業以外の事業を行

っている者であること。 

 （支援対象者） 

第３条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

 （１） 市内商工事業者に正社員・正職員として雇用され、５年を経過しない者

であって、第６条の規定による申請をした日の属する年度（以下この号におい

て「支援対象年度」という。）の３月１日時点で雇用が継続しているもの（支援

対象年度内に他の市内商工事業者に再就職し、支援対象年度の３月１日時点で

雇用が継続している場合を含む。）であること。 

 （２） 本市の区域内にある店舗又は事業所を主たる勤務地とし、事業主の適正

な承認を得て、片道３０キロメートル以上の通勤をしている者であること。 

 （３） 甲賀市暴力団排除条例（平成２３年甲賀市条例第３６号）第２条第２号

に規定する暴力団員でないこと。 

 （４） 市税（市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。以下同じ。）の滞納が



ない者であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支援金の対象

としない。 

 （１） 甲賀市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴

力団員と密接な関係を有する者（法人の場合は役員を含む。）に雇用されている

者 

 （２） 市税の滞納がある者に雇用されている者 

 （３） 宗教活動、政治活動又はこれらに類する活動を行う者に雇用されている

者 

 （４） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者に雇用されて

いる者 

 （支援金の額） 

第４条 支援金の額は、通勤手当の支給月数に５，０００円を乗じて得た額とする。 

 （交付対象期間） 

第５条 支援金の交付の対象となる期間は、初めて第７条に規定する交付決定の通

知を受けた日の属する月から起算して３６月を経過する月までの期間とする。 

 （交付申請） 

第６条 支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、長距離通

勤支援金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、事業主に提出し

なければならない。 

 （１） 誓約書（様式第２号） 

 （２） 甲賀市行政サービス制限条例施行規則第４条第３項の市税納付状況調査

同意書 

 （３） その他市長が必要と認める書類 

２ 事業主は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該交付申請書を取

りまとめた上で、次に掲げる書類をそれぞれ添えて、市長が別に定める日までに、

市長に提出しなければならない。 

 （１） 勤務先の誓約書（様式第３号） 

 （２） 申請者の住所、勤務先の位置、労働契約の期間、通勤手段及び通勤距離



を証する書類等 

 （３） 甲賀市行政サービス制限条例施行規則第４条第３項の市税納付状況調査

同意書 

 （４） その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定） 

第７条 市長は、前条第２項の規定により申請書の提出があったときは、その内容

を審査し、支援金の交付を決定したときは、長距離通勤支援金交付決定通知書（様

式第４号）により申請者に通知するものとする。 

 （申請事項の変更及び承認） 

第８条 前条の規定により支援金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」と

いう。）は、住所、勤務先の位置、労働契約の期間、通勤手段及び通勤距離につい

て変更があった場合は、長距離通勤支援金変更交付申請書（様式第５号）を事業

主に提出しなければならない。 

２ 事業主は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請書を取りま

とめた上で、次に掲げる書類をそれぞれ添えて、市長に提出し、その承認を受け

なければならない。 

 （１） 交付決定者の住所、勤務先の位置、労働契約の期間、通勤手段及び通勤

距離を証する書類等 

 （２） その他市長が必要と認める書類 

３ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、既に決定

した支援金の内容を変更すべきものと認めたときは、長距離通勤支援金変更交付

決定通知書（様式第６号）により交付決定者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第９条 交付決定者は、交付決定を受けた日の属する年度の３月１日以降、市長が

別に定める日までに長距離通勤支援金実績報告書（様式第７号）を事業主に提出

しなければならない。 

２ 事業主は、前項に規定する報告書の提出があったときは、当該報告書を取りま

とめた上で、次に掲げる書類をそれぞれ添えて、市長に提出しなければならない。 

 （１） 勤務先に引き続き勤務していることを証する書類 

 （２） 交付決定者の住所、勤務先の位置、労働契約の期間、通勤手段及び通勤



距離を証する書類等（交付申請及び変更交付申請時から変更がある場合に限る。） 

 （３） その他市長が必要と認める書類 

 （額の確定） 

第１０条 市長は、前条の報告があったときは、その内容を審査の上、支援金の額

を確定し、長距離通勤支援金交付額確定通知書（様式第８号）により、交付決定

者に通知するものとする。 

 （支援金の交付） 

第１１条 前条の規定による通知を受けた者は、支援金の交付を受けようとすると

きは、長距離通勤支援金交付請求書（様式第９号）を市長に提出しなければなら

ない。 

 （交付決定の取消し等） 

第１２条 市長は、規則第１６条に定めるもののほか、交付決定者が偽りその他不

正な行為により支援金の交付を受けたときは、支援金の交付決定の全部若しくは

一部を取り消し、又は既に交付した支援金を返還させることができる。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、長距離通勤

支援金交付決定取消通知書兼返還請求書（様式第１０号）により交付決定者に通

知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を

命ずるものとする。 

 （その他） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 （失効） 

２ この告示は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。 

３ この告示の失効前に支援金の交付決定を受けた者に係る規定については、前項

の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 


